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第２回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  東 育代君 

   １．コミュニティ自動車貸与事業について 

    （１）福祉車両を活用し、平常時において地域活性化を図る取組に対し車両を貸与する

とあるが、対象地区を全地区に拡大することとなった経緯について伺う。 

    （２）平成30年４月から先行して取組んだ５地区は、地域の実情に合わせた活用方法を

模索し方向性が見えてきた地区もあると聞いているが、成果と課題はどのようか。 

  江口祥子君 

   １．長寿健診について 

    （１）令和２年度からフレイル（虚弱）予防に特化した問診票により長寿健診が実施さ

れるが、新たな問診票の内容と取組方法について伺う。 

    （２）これまでの健診実績、市民への周知方法、今後の健診の進め方について伺う。 

   ２．放置自動車対策について 

    （１）平成30年３月議会定例会において、この放置自動車の一般質問を行ったが、その

後の対応は適切に行われたのか。 

    （２）串木野新港（フェリーターミナル付近）の放置自動車の現状、今後の対応・対策

について伺う。 

  中里純人君 

   １．行財政改革について 

     本市の財政の現状、今後の財政運営や次期行政改革大綱への見解を伺う。 

   ２．市民サービスの向上について 

    （１）行政改革大綱では、「市民満足度の高いサービス日本一を目指します」とうたっ

てあるが、どのように評価されているのか。 

    （２）ワンストップ窓口の導入についての見解を伺う。 

    （３）おくやみ窓口の設置についての見解を伺う。 

    （４）終活支援（終活情報登録伝達事業）についての見解を伺う。 

  大六野一美君 

   １．公共施設の統廃合について 

    （１）今回、「第１期建物系個別施設計画（案）」が示されたが、廃止される施設につ

いては市民ニーズを考慮されたのか。 

    （２）今後の消防施設の整備計画について伺う。 

    （３）冠岳小学校は令和２年度末をもって廃止予定となっているが、跡地の利活用につ

いて伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（６月１５日）（月曜） 

 

 出席議員  １６名 

     １番  吉 留 良 三 君       ９番  中 里 純 人 君 

     ２番  江 口 祥 子 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  松 崎 幹 夫 君      １１番  西別府   治 君 

     ４番  田 中 和 矢 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  平 石 耕 二 君      １３番  原 口 政 敏 君 

     ６番  中 村 敏 彦 君      １４番  宇 都 耕 平 君 

     ７番  大六野 一 美 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １６番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  岡 田 錦 也 君   主       査  福 谷 和 也 君 

補       佐  石 元 謙 吾 君   主       任  橋之口 健 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   教 委 総 務 課 長  瀬 川   大 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   消   防   長  若 松 勝 司 君 

教   育   長  有 村   孝 君   まちづくり防災課長  下 池 裕 美 君 

総 務 課 長  東   浩 二 君   健 康 増 進 課 長  猪 俣 勝 人 君 

政 策 課 長  北 山   修 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

財 政 課 長  出 水 喜三彦 君   市 民 課 長  榎 元 京 子 君 

市 来 支 所 長  橋 口 昭 彦 君   福 祉 課 長  立 野 美恵子 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和２年６月15日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により、順次、質問を許します。 

 まず、東育代議員の発言を許します。 

   ［10番東 育代君登壇］ 

○10番（東 育代君） 皆さんおはようございます。 

 政府は３月、新型コロナウイルス問題を歴史的緊

急事態に指定し、将来の教訓にするため公文書管理

を徹底することを決めたとありました。５月の新聞

には、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門会

議は長丁場の感染拡大に備えた新しい生活様式をま

とめて提言したとあり、マスク着用、手洗いをはじ

め、会った人を記録、買物は素早く、食事は横並び

で、働き方ではテレワーク、オンライン会議、学校

ではリモート授業、オンライン授業、さらにはソー

シャルディスタンスなどと耳慣れない言葉と生活様

式の変化に戸惑っております。 

 新型コロナウイルス感染症予防対策として、６月

議会定例会の対応が見直されました。一般質問時間

の短縮で当局分を含めず議員一人の持ち時間20分と

するものです。時短ということを受け、今回はコミ

ュニティ自動車貸与事業について１件のみの質問と

させていただきたいと思います。 

 地域住民の避難手段の確保のため、譲与された福

祉車両を活用し、平常時において地域活性化を図る

取組に対し車両を貸与すると当初予算の事業説明を

受けました。 

 地域公共交通網形成計画が平成31年３月に策定を

されました。その中に地域独自で維持し続けられる

公共交通システムの導入の項目があります。本市で

は、2018年４月から地域が独自で維持し続けられる

公共交通システムとしてコミュニティ自動車の貸与

事業があり、市内５地区で導入が始まりました。当

初は運用方法に苦慮されている地区もあったように

お聞きしておりますが、今では地域活性化に大いに

役立っていると喜びの声もお聞きしております。今

年度から対象地区を５地区から市内全地区に拡大さ

れての貸与事業となるようです。 

 コミュニティ自動車貸与事業については、事業開

始から２年経過での見直しとなりますが、なぜ今な

のか。導入済みの５地区とはどのような検討協議が

なされたのでしょうか。また、未導入地区からの意

見や要望はどのようなものがあったのでしょうか。

今年度、コミュニティ自動車貸与事業が見直される

こととなった経緯について市長の見解をお伺いいた

します。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 東育代議員の御質問にお答えいたします。 

 コミュニティ自動車はこれまで５地区において、

ころばん体操、地区行事等での住民の送迎など、地

域活性化への取組として運行されておりました。し

かしながら、市の地域公共交通網形成計画の見直し

において、導入地区は移動手段としてはタクシー等

の公共交通機関を選択され、コミュニティ自動車は

地域公共交通を補完する移動手段として位置づけら

れました。また、利用者の気遣いなどにより身内の

方に支援してもらう状況が多いなど、思うように活

用されていない状況がありました。 

 このようなことから、これまでの運行実績や導入

地区の現状、未導入地区からの要望なども勘案し、

市内全地区を対象とした車両の活用はできないか、

事業の見直しを図ろうとするものであります。 

○10番（東 育代君） ただいま市長から答弁をい

ただきました。経緯についての答弁でございました

が、なぜ今なのか。導入済みの５地区とはどのよう

な検討協議がなされたのか。また、未導入地区から

の意見、要望はどのようなものがあったのかお聞き

します。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 見直しに当

たりまして、年度当初、５地区のまちづくり協議会
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長に事前説明等を行わせていただきました。その後、

新年度の各地区の予定状況も勘案し、一定の期間を

設けさせていただきまして、車両の返却といったよ

うな状況になっているところでございます。 

 返却に当たりましては、５地区での車両の管理面

の負担軽減につながるとの思いもございました。そ

のほか、５地区同時での返却といったようなことが

平等性を欠かない判断であったとし、対応したとこ

ろでございます。 

 未導入地区からの要望等につきましては、公共交

通網形成計画の見直しに当たりまして、該当する地

区でのヒアリング等をさせていただく折に、未導入

地区から「我々の地区でもこういった車両の活用は

できないんだろうかな」といったような意見を頂い

たところでございます。 

○10番（東 育代君） 未導入地区からの意見、要

望もあったということでございます。地域公共交通

網形成計画のヒアリング、それとも、それぞれにま

ち防が全地区のまち協の方々にヒアリングをされた

というふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 現状におき

まして、公共交通網形成計画、先ほど答弁させてい

ただきましたが、この件につきましては全地区と協

議はしておらず、該当する地区だけでの協議といっ

たようなことで、今、終わらせていただいておりま

して、現在、16地区のまちづくり協議会長へ新たな

事業の取組について意見等をお伺いしている状況で

ございます。 

○10番（東 育代君） 先ほど答弁の中に事前説明

をしたと、一定期間での返却という言葉がございま

したが、５地区の方々にお聞きしたところ、事前説

明じゃなくて、決まったというような内容の説明で

あったと聞いておるんですが、そこら辺のところは

いかがだったんでしょうか。 

 それと一定期間で返却をということですが、決ま

りましたので引き上げますという通知であったとい

うふうに地域の方は理解されているんです。そこら

辺に温度差があったのかなとも思うんですが、その

やり方、手法について、少し気になるところなんで

すが、いかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 先ほど、答

弁でもありましたけれども、見直しに当たりまして、

今年度、新たな事業の取組といたしまして、年度当

初、５地区のまちづくり協議会長さんへ今年度の事

業はこういった見直しをしたいんだということで説

明をさせていただきまして、そのときにおきまして

は一定の理解を、「ああ、そうなんだね」といった

ようなことでお話をさせていただいたところでござ

います。 

 それから、返却につきましては以前から管理面の

負担といったようなものもあるという御意見も伺っ

ていて、５地区同時で返却していただくことが平等

性を欠かない対応かなといったようなことで判断し

て対応したところでございます。 

 しかしながら、早々に返却といったような対応を

したことから、各まち協の皆様に配慮が少し足りな

かったのかなといったような点は感じているところ

でございます。 

 今後、新年度からの新たな事業で、制度づくりに

つきましては、十分協議を重ねて進めていきたいと

考えているところでございます。 

○10番（東 育代君） 配慮が足りなかったと言わ

れました。配慮が足りなかったと思うんですよね。 

 最初、2018年にこのコミュニティ自動車導入が始

まったわけですが、そのときの取決めについて、２

年間で取り上げますよとかいうような契約期間とか、

あるいは使用方法、費用負担、費用弁償、車両保険、

任意保険、事故等対応などについて、どのような説

明であったのか。誓約書というような、契約書とい

うようなものはどこまで書いてあったのかお聞きし

ます。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 当初、貸与

時の市との取決めについてであります。 

 貸与に当たりましては、要支援者避難等のための

庁用車貸付に関する要綱に基づきまして、使用する

たびに貸付申請を行っていただきまして利用すると

いう形態でございまして、年間を通しての委託等の

契約といったようなものではございませんでした。 

 しかしながら、車両の管理につきましては、事業

に取り組みたいという当該地区へ管理の面について
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はお願いしている状況でございました。 

 そのほか経費面等につきましては、車両の整備点

検費用であったり、任意保険であったりといったよ

うな部分については市で、それから、燃料費等々に

つきまして、実際、走らすのに要する経費について

はまち協で負担をしていただくといったような協議

をさせていただいて、進めさせていただいたところ

でございます。 

○10番（東 育代君） その中で使用期間、契約期

間、年間契約はなかったということですが、そこら

辺がなかったので、まち協としてはできるだけ利用

方法を考慮しながら積極的に取組をなさったわけな

んですよね。その矢先の出来事だったということで、

かなり憤慨されている地区もありました。 

 地域公共交通網形成計画に沿ったというお話をさ

れましたが、この中ではコミュニティ自動車の活用

の拡充と持続可能な地区の移動手段を確保するため

の仕組みづくりが示されていて、2020年度までは導

入地区での検討、2021年度から新たな導入地区の検

討が示されております。 

 今回示されたコミュニティ自動車の貸与事業は、

先ほども位置づけをお話しされましたが、デマンド

運行を実施することで地域住民の利便性の向上を図

るとあります。先ほどからこの計画について少しお

話をしているんですが、この地域公共交通網形成計

画に沿うものだったのか、関連があるのか、ないの

か伺います。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 現在、コミ

ュニティ自動車は地域公共交通網形成計画におきま

しては、地域公共交通を補完する移動手段として位

置づけられております。 

 今後、人口減少や高齢化社会が進む中、交通弱者

の移動手段としては地域が主体となるコミュニティ

自動車は自助共助による身近な手段であると捉えて

おります。 

 今後の公共交通機関の状況等も注視させていただ

きたいと考えておりまして、今回の取組につきまし

ては、地域公共交通網形成計画に基づく先行する取

組として、全地区において協議検討を進めていると

ころでございます。 

○10番（東 育代君） 先行しての取組という御答

弁がありましたが、やはり2020年度までは導入地区

内での検討をしっかりするというふうに書いてある

ので。そして、その協議結果を受けて、2021年度か

らどうしようかという運びになれば、また、地域の

人たちからも不満は出なかったと思うんですね。 

 コミュニティ自動車を導入された５地区のまち協

では、地域の実情に合わせて、ドライブレコーダー

や防犯、青パト隊やイベントの広報車として拡声器

やテープアンプを搭載されたり、運行規約、運行日

誌、運行前点検、運行記録簿などを作って、地域の

実情に沿って独自の取組が始まっているようにもお

聞きしております。規約や運行日誌、あるいは点検、

記録、地域の実情に沿って、独自の取組が始まって

いるわけですが、今回の2020年度からコミュニティ

自動車の貸与事業の見直しを受けて、「唐突であっ

て、突然でびっくりした」と５地区の方々の御意見

ですが、これについていかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 今年度から

新たな事業として取り組むに当たりましては、先ほ

ど地域公共交通網形成計画に基づいた先行する取組

ということで答弁をさせていただきました。しかし

ながら、事業の取組に当たりまして、ちょっと地域

の皆さんに配慮が足りなかったなということは、先

ほどの答弁でもありましたけれども、感じていると

ころでございます。 

 今年度の新たな制度づくりは地域の方々とも十分

協議を重ねさせていただきまして、双方理解の上で

制度を進めていきたい、検討していきたいと考えて

いるところでございます。 

○10番（東 育代君） 行政との信頼関係の上に地

域づくりは成り立っていると、ある地区のまちづく

り協議会長さんがお話をなさいました。「コミュニ

ティ自動車は自分たちの地区で購入した車ではない

ので、引き揚げると言われたらどうすることもでき

ない、どうにでもしてくださいと、多分、借りるこ

とはもうないでしょう」と言い放たれました。一生

懸命に取り組まれている方々のやるせなさを感じま

した。 

 導入されたコミュニティ自動車の利活用に取り組
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まれている地区の方々と、事業変更についての事前

の説明、協議について、配慮が足りなかったという

答弁ですが、「まちづくりは行政と地域の共同作業

と思って取り組んでいたが残念です、目線が違いま

すね」と言われました。このようなコメントについ

ていかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 今回の見直

しに当たりまして、５地区のまちづくり協議会長へ

事前説明をさせていただきました。事業の見直し案

について一定の理解を頂いたと考えております。 

 現在では市まちづくり連絡協議会の定例会におき

まして、新たな運用要領案等をお示しさせていただ

きまして、御意見を伺っているところでございます。

今後も効率的な活用に向けて、十分な協議を重ね、

進めさせていただきたいと考えております。 

○10番（東 育代君） 一定の理解を頂いたという

答弁ですが、一定の理解をしていないという地域の

方々との温度差があったんですね。理解はしてない

と。 

 経緯についてはちょっと置いておいて、次の質問

に入りますが、平成30年４月から先行して取り組ん

だ５地区は地域の実情に合わせた活用方法を模索し、

方向性が見えてきた地区もあると聞いています。 

 成果と現状はどのようか伺います。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 成果と課題

についてであります。 

 成果といたしましては、５地区におきまして地域

内でのころばん体操、イベントの送迎、そして、防

災訓練など各地区のニーズに応じた利用がなされた

ものと考えております。また、一部の地域では積極

的な活用を検討する場として専門部会、自動車部会

といったような部会も組織をされております。 

 一方、課題といたしましては、まず運転手の確保、

そして、運行経費、管理費負担といったものがある

ということをお聞きしております。そして、車両の

保管、管理、そして、運行における事故への不安も

あるといったような声もお聞きし、そのようなこと

から利用しづらい状況があったと考えております。 

○10番（東 育代君） 地区の中では本当にころば

ん体操とかいろんなイベントとか高齢者サロンとか、

各地区のニーズに沿った活動が幅広く展開されてい

たということをお聞きしているところでございます。

既に導入された地区のまち協では地域の実情に合わ

せて、様々な取組がなされておりました。 

 「これからの高齢化社会に必要な移動手段の確保

にも大きな役割を担っていた」と利用者の喜びの声

が聞かれ、成果が目に見えてきていたようです。地

区の取組については、もうしばらく見守るべきでは

なかったのかなと思います。それぞれの地区の現状

について、どのように認識なさっておられるのでし

ょうか。伺います。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 各地区によ

る利用の現状等についてでございます。 

 各地区からは毎月、利用の日時、利用の使途、利

用者数、走行距離等の報告を受けております。この

報告等によりまして、利用状況、現状を把握をさせ

ていただいておりました。また、先ほど専門部会と

いったような答弁をさせていただきましたが、その

専門部会へ職員が参加をし、検討状況等の把握もさ

せていただいておりました。 

○10番（東 育代君） 毎月の報告もきちっと頂い

て認識しているということですが、５地区ではそれ

ぞれの温度差があったと思うんですね。利用頻度に

もそれぞれ地区によって違いがあったと思うんです。

専門部会が、まち協の中に自動車部会ができて、毎

月開催されたと、その中に職員も行っていたという

のは聞いておりますが、その中では一言も変更につ

いての説明は受けていないということでした。ここ

ら辺のところが少し配慮が足りないのかなというと

ころになると思うんですよね。 

 課題についても言われました。運転手の確保とか、

駐車場がないとか、それは一つの課題だと思います。

課題のもう一つに、路線バスやいきいきバス、タク

シー業者とコミュニティ自動車の役割分担もあるよ

うです。今回の貸与事業で市内、県内と運行がかな

り柔軟になったと聞いております。公共交通が担う

役割として各地区のまち協が主体となって運行し、

各地区を運行する公共交通、路線バス、いきいきバ

ス、タクシーを補完する役割とあります。事業者と

どのような調整がなされたのでしょうか。伺います。 
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○まちづくり防災課長（下池裕美君） 公共交通事

業者との調整についてであります。 

 まず、事業開始に当たりまして、陸運支局と協議

をさせていただきました。その結果といたしまして

は、不定期運行、運転手はボランティア、運賃無料、

公共交通に影響を与えない範囲での運行であれば問

題がないとの見解を頂いたところです。 

 その後、公共交通網形成計画の見直し協議の際に、

市内のタクシー事業者、公共交通事業者と協議を行

ったところ、コミュニティ自動車の運行に支障がな

いとの回答を頂いたところであります。 

 今後も関係者と十分な調整を図ってまいりたいと

考えております。 

○10番（東 育代君） 陸運支局などと話合いがあ

って調整をしたということですが、それを受けて、

私は今回、５知区の導入されたまち協の方々にお聞

きしました。たくさんのコメントを頂きました。 

 その中に「月、水、金はいきいきバスの運行があ

るので、火、木、土に利用してきた、利用計画を立

てていた」とか、「地区内だけの利用しかできなか

ったが、今回からは市街地まで、場合によっては県

内の利用もできると説明があって、制限が厳しい中

でも高齢者の移動手段に取り組んできたのに、８キ

ロもある市役所まで借りに行くことはないでしょ

う」。 

 また、「路線バスの廃止が決まっている中で、高

齢者の移動手段は切実なものがある。ころばん体操

や敬老会、サロンなど地区行事への参加者の要望が

あっても、６キロ、７キロもある市役所までは借り

に行くことはないでしょう」。 

 「拡声器やアンプ、赤色灯など整備して、青パト

隊として防犯活動に取り組んでいたが、突然でびっ

くりした。ドライブレコーダーなどで安全運行を心

がけていたのにあきれた」などの、厳しい、嘆きに

も受け取れる声が聞こえてきました。 

 貸与事業の見直し、事業変更の説明について、地

区住民の意向を十分に酌み取った形であったのか疑

問に思います。今回の貸与事業は車両が必要なとき

は事前に申し込んで、市役所まで借りに行くように

とあります。全部の地区が対象となったことで、こ

れまで使用できなかった地区では歓迎の声もあるよ

うです。 

 一方では、「今後ますます人口減少と高齢化が加

速していくことは歴然としている、引き揚げられた

のにわざわざ借りに行くことはないでしょう」との

声もお聞きした中で、それぞれの地区から出された

意見や課題をどのように認識なさっておられるのか、

再度伺います。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 現在、今年

度の新たな事業につきまして、市まちづくり連絡協

議会の定例会の場におきまして、御意見等を伺って

いるところでございます。 

 新たな事業でございます。今から制度の整備をし

ていく状況でございます。今後、検討協議を十分重

ねていきたいと考えているところでございます。 

○10番（東 育代君） 新事業についての説明では

なくて、今まで使われていた地区で出された意見や

課題について、どのように認識なさっておられるの

でしょうかと伺いました。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） これまで配

置をさせていただいておりました５地区とも、個別

と言いますか、取組の内容等について事前の会長さ

んへの説明はさせていただきましたが、中身につい

てそれぞれの協議会と検討・協議といったようなも

のは現在できておりませんで、今後、進めさせてい

ただきたいという状況でございます。 

○10番（東 育代君） 繰り返しになりますが、新

事業についての説明ではなくて、これまで出された

意見についてどのように認識なさっておられますか

と伺いました。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） これまで事

業を進めてきた２年間におきましては、様々な課題

もあるといったようなことで、これまでも５地区の

方々には集まっていただきまして、課題解決に向け

た協議も開催させていただきました。その中におき

ましては、各地区で取り組んでいる状況等も報告を

させていただいて、その情報共有といったようなや

り方も以前、取り組んだこともございました。 

 やはり課題といたしまして、運転手の確保等が一

番問題があるよねといったようなことで協議もさせ
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ていただいたところでございます。 

○10番（東 育代君） 本当に高齢化が加速してい

る周辺地域では、地域における持続可能な移動手段

の確保というのは本当に深刻になっております。コ

ミュニティ自動車が地区にとって、どのように利用

されていたのか。利用頻度は地区によって違ったと

思います。５地区それぞれがかなりということでは

なくて、やはりあまり使われてない地区もあったと

聞いております。５台を一斉に引き揚げるのではな

く、ほかに方法はなかったのか伺います。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 今回の事業

の見直しを図るタイミングにおきまして、地区にお

いては部会など利用について検討・協議がなされ、

地区のニーズに合った取組がなされているというこ

とは把握しておりました。しかし、現状においては

５地区とも利用頻度が低かったといったようなこと、

それから、車両の管理面の負担軽減につながること、

そして５地区同時での返却を求めることが平等性を

欠かない対応と判断をし、今回、一斉の返却を求め

たところでございます。しかし、期間が短かったと

いったようなことで、我々の配慮が足りなかった面

というのは感じているところでございます。 

○10番（東 育代君） ちょっと気になるんですけ

れど、５地区とも利用頻度が低かったと。これはい

つの時点でヒアリングをされたときのことですか。

私が聞き取った直前では、非常に温度差はある中で

も、それが本当に地域づくりの一部になっていたと

いうようなこともお聞きしておりますが。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 毎月、利用

状況の報告をいただいておりました。その中で地区

ごとに利用回数等は差がございました。しかし、全

体的に利用というのはあまり思わしくないといった

ような状況もありまして、そして、やはり同時に対

応させていただくことが平等性を欠かないという判

断でございました。 

○10番（東 育代君） 繰り返しになりますが、私

は先に導入された５地区のまち協の会長さんをはじ

め、まち協の方々にもお話を伺いましたが、「まち

づくりは行政との信頼関係の上でなっている。一方

通行では災害が発生したときなど災害には勝てない

よ」と、ある会長さんがお話しなさいました。 

 今年度から実施される貸与事業について、先に導

入された地区の方が理解していただけるような協議

が必要ではなかったのかなと思っての質問です。再

度お聞きします。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 事前の説明

といったような御質問であろうかと思いますが、今

年度の新たな事業といったような取組でございまし

て、現在、その中身につきまして協議を進めている

という状況でありますので、その点は御理解いただ

きたいと思います。 

○10番（東 育代君） 答弁が繰り返しになるので。

新たな事業じゃなくて、今までがあって新しい事業

があると私は理解してるんですが。 

 繰り返し同じ答弁になると思いますので、最後に

市長にお聞きします。 

 あるまち協の会長さんはこのようにお話しされま

した。「自分たちはそれぞれの地域の実情に沿った

形で一生懸命にまちづくりに取り組んでいる。これ

からさらに増えるであろう高齢者の移動手段に苦慮

していたところ、コミュニティ自動車の貸与はとて

もありがたかった。地域の方々の喜びを力にやっと

方向性が見えてきたところだった。初めから２年限

定の説明は受けていないなか、市で一括管理、集中

管理の変更に正直驚いた。行政との信頼関係があっ

てまちづくりはできると思う。地域が元気でなけれ

ば市の発展はない」と言われました。 

 私も長い間、地域活動をしておりますが、市はど

こを見ているのと、最近感じることがあります。

「行政との信頼関係がなければまちづくりはできな

い」と言われたまち協の意見に私も共感をしました。 

 今回の「コミュニティ自動車を貸し出します」の

資料には、「地区や公民館の自主的な公益活動を支

援し、市民と行政による共生協働のまちづくりを推

進するため、市が所有するコミュニティ自動車を貸

し出します」とあります。対象地区を全地区に拡大

されることはよいことだと思いますが、先に取組を

始めた５地区のまち協の方々と成果や課題を十分協

議されてから、未利用地区への取組があってもよか

ったのかかなと。市民と行政による共生協働のまち
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づくりの推進は地域と行政の信頼関係の上に成り立

つと、改めて５地区のまち協の方々の御意見をお聞

きして感じました。 

 今回のコミュニティ自動車の貸与事業について、

再度、市長の見解をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） まちづくりの基本と申しま

すか、根源というのは、東育代議員がおっしゃった

とおり、地域の皆さんと行政の信頼関係の上に成り

立つと私も思っております。 

 そこで、今回、コミュニティ自動車の活用をこれ

までの５地区から全地区へ広げ、利用台数も最大３

台までとし、走行範囲も市内全域等へと拡大する変

更内容での協議を現在、市とまちづくり協議会にお

いて進めているところであります。 

 先ほど述べましたとおり、本市が掲げる共生協働

のまちづくりを進める上では、市民と行政が連携を

図り、情報を共有し、課題解決に向けた取組が必要

であると感じております。今日、過疎、高齢化が進

行している現状にあります。そういった面で、コミ

ュニティ自動車の貸与事業は今後の市民生活の移動

手段に密接に関係する事業であると思っております。

交通弱者の皆様方に少しでも多くの方に利用してい

ただいて、少しでも喜んでいただく、そしてコミュ

ニティづくりにつなげていただいたらという願いを

込めて、要は今までそういった意味で貸与してたコ

ミュニティ自動車が比較的活用がされてなかったと

いうことで、地域に密着した方法としてどのような

方法を取ればいいかということで、今回の見直しに

なったところであります。 

 したがいまして、今後は、今、縷々御意見を頂き

ました、まち協の皆さん、地域の皆さん方の御意見

を十分踏まえながら協議して、よりよいお互いが納

得できる状況に持っていけるように、今後、協議を

進めてまいります。 

○10番（東 育代君） 答弁の中に比較的活用され

ていなかったということがあるんですが、地域によ

っては非常に活用されていた地区もあるんですよ。

それを本当にまちづくりの一部として進めていたと

ころもあるんですよね。 

 地区によって抱える問題が違います。中心地、中

心市街地地区から最も遠い冠岳地区や羽島地区の高

齢化率はもう45％を超えてます。生福、川上、荒川

地区は地区面積が広く、広報活動にも重宝されてい

たようです。地区との情報交換が必要であったよう

に思います。 

 「地域が元気でなければ市の発展はない」と言わ

れたまちづくり協議会の方のお話をお聞きしました。

行政と各地区が同じ方向を向いた取組となることを

願っております。 

 以上で一般質問の全てを終わります。ありがとう

ございます。 

○議長（下迫田良信君） 次に、江口祥子議員の発

言を許します。 

   ［２番江口祥子君登壇］ 

○２番（江口祥子君） 皆様こんにちは。公明党の

江口祥子でございます。 

 新型コロナウイルスが猛威を奮い、世界中で多く

の死者も出ています。お亡くなりになられた方へ衷

心よりお悔やみ申し上げますとともに、治療中の患

者の皆様方に心よりお見舞い申し上げますとともに、

医療現場で頑張ってくださる皆様に心から感謝申し

上げます。 

 先日、鹿児島でも新たな感染者が出る中ではあり

ますが、子どもたちは学校も始まり、登校する姿に

元気をもらっています。この子たちの未来のために

も、今、大人たちが知恵を出し合い、踏ん張ってい

きたいと考えます。 

 それでは、通告に従い、一般質問させていただき

ます。 

 初めに、広報紙に「フレイルの進行を予防するた

めに」との記事が掲載されていました。フレイルと

いう言葉が市民の方々に伝わっていないように思い

ます。そこで、フレイル予防として本市はどのよう

な事業に取り組んでいるのかを伺いまして、壇上か

らの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 江口祥子議員の御質問にお

答えいたします。 

 フレイル予防についてであります。 

 フレイルとは、加齢に伴い心身の活力が低下し、
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要介護状態に近づくことを指しております。本市に

おけるフレイル予防の取組としましては、運動機能

向上のためのころばん体操のほか、口腔機能向上の

ためのひっかけん体操を行っております。また、出

前講座等を通して、低栄養を予防するための食生活

などについても啓発を行っているところであります。 

○２番（江口祥子君） 今、市長が答弁してくださ

いました。介護が必要となる一歩手前の75歳以上の

虚弱な方をフレイルとして認識しました。 

 お聞きいたします。令和２年度からフレイル虚弱

予防に特化した問診票により長寿健診が実施されま

すが、新たな問診票の内容と取組について伺います。 

○健康増進課長（猪俣勝人君） 長寿健診の新たな

問診票の内容と取組方法についてでございます。 

 長寿健診は、後期高齢者医療制度に加入している

方を対象に特定健診と同じ健診内容で実施しており

ます。問診票につきましては、特定健診と同じもの

を活用しておりましたが、令和２年度から問診内容

が見直され、食生活、運動や認知機能、周囲の関わ

り状況などフレイル等の高齢者の特性を把握するも

のとなっております。 

 対象者には健診案内を通知し、新たな問診票を活

用して６月から実施しているところでございます。 

○２番（江口祥子君） 食生活や運動の習慣、社会

参加などを尋ねる質問票は15の問いで構成されてい

るということですね。 

 高齢社会白書によりますと、高齢者のうち要支援

や要介護と認定された人の割合は65歳から74歳まで

が4.3％なのに対し、75歳以上では32.1％と約７倍

に増えるそうです。本市においても長寿健診が実施

され、介護予防に貢献されてきました。これまでの

健診実績、市民への周知方法、今後の健診の進め方

について伺います。 

○健康増進課長（猪俣勝人君） まず、長寿健診の

受診率でございます。令和元年度では41.1％となっ

ております。 

 市民への周知方法につきましては、広報紙へ掲載

するほか、防災無線や出前講座等でお知らせをして

いるところでございます。 

 今後も長寿健診を受診していただき、健康状態を

把握することで、フレイル、虚弱予防に役立ててい

きたいと考えているところでございます。 

○２番（江口祥子君） よく分かりました。 

 フレイル予防という観点からしますと、栄養、運

動、社会参加の三つが重要と言われ、その中でも運

動が第一とされます。例えば、足の筋肉量が低下し、

歩行速度が落ち、転倒しやすくなって外出を控える

ようになり、社会参加が少なくなります。これが、

うつや認知機能の低下を招くおそれがあります。そ

ういう意味から、３要素を意識し各自が取り組みや

すい形で日頃から心がけ実践していくことが、予防

につながると思います。私も実践しようと思います。 

 それでは、今後の健診の在り方について市長の見

解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 高齢者の保健事業と介護予

防の一体的実施につきましては、フレイル対策や疾

病予防、重症化予防に係る市町村での体制づくりや

取組を推進し、被保険者の健康寿命の延伸を図るこ

とを目的に、令和６年度までに実施することとなっ

ております。 

 現在、重複頻回受診者のほか、長寿健診等の結果

から医療が必要とされる者、また、１年間医療機関

にかかっておらず、健診も未受診である方等に対し

て、訪問による相談の保健指導を実施しております。 

 今後は高齢者の医療、健診、介護情報等を一括し

て把握し、ころばん体操等の通いの場等を通して、

地域の健康課題を踏まえ、保健師等による健康教育、

健康相談を実施し、フレイル予防、疾病重症化の予

防、健康寿命の延伸を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○２番（江口祥子君） 次に移ります。 

 本市の公共施設において、放置自動車対策につい

てお尋ねいたします。 

 串木野フィッシャリーナ駐車場に４台の宮崎ナン

バーの車両が放置されています。平成30年３月議会

定例会において、この放置自動車の一般質問を行い

ましたが、その後の対応は適切に行われたのか伺い

ます。 

○水産商工課長（平川秀孝君） フィッシャリーナ

施設内の放置自動車４台については、同一の所有者
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であり、警察と連携を取り、放置車両に撤去勧告書

を掲示いたしました。所有者の調査を進める中で所

有者本人が死亡していることが分かったことから、

現在、県外の本籍地へ相続関係の調査を行っている

ところであり、確認ができ次第、撤去通知の手続を

進めてまいります。 

 放置されている場所が鹿児島県の用地であること

から、今後も引き続き県や関係機関と連携を取りな

がら対応してまいりたいと考えております。 

○２番（江口祥子君） ５月の下旬に、駐車場に行

ってみました。勧告書の貼られた４台の放置自動車

だけでした。何やら分からないごみの詰まった車は

不気味で危険な状況でした。 

 この辺りの公園は照島神社となぎさ公園及びヨッ

トハーバーの串木野フィッシャリーナがまとまって

構成された、釣り人にとっても地元の人々にとって

も格好の憩いの場となっていますので、安心安全な

環境整備を迅速に進めていただきたいと思います。 

 それでは、次に移ります。 

 「串木野新港フェリーターミナル付近の駐車場内

に放置自動車が多過ぎて駐車できない」との市民か

らの苦情の相談がありました。 

 串木野新港フェリーターミナル付近の放置自動車

の現状、今後の対応について伺います。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 串木野新港駐車場

の放置自動車についてであります。 

 串木野新港につきましては、鹿児島県の管理であ

り、これまでも県において所有者への通知や放置車

両への撤去勧告など対応が行われております。しか

しながら、これまでに数台の撤去にとどまっている

ことから、鹿児島地域行政懇話会においても議題に

上げ、県に強く要望しているところであります。 

 今後も県において法に基づき撤去勧告を行うとと

もに、所有者の確認に努め、撤去指導等を行うこと

とされております。市としましても、串木野新港は

海の玄関口でもありますので、放置車両対策につい

て、引き続き県や関係機関等と連携を取ってまいり

たいと考えております。 

○２番（江口祥子君） 甑大橋が８月に開通いたし

ます。甑フェリーの発着所としてもよく知られてい

る串木野新港であり、現在以上に多数の利用者があ

ると思います。まずは周辺の環境整備が重要と考え

ます。市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 串木野新港における放置自

動車はかなりあるようでして、県の所有地でありま

すので、これまでも県のほうにお願いをしてきたん

ですが、先ほど答弁いたしましたとおり、数台しか

まだその撤去の実績が上がっておりません。今後も

県との協議会でも議題に上げて、市としても強く要

望していくところであります。また、県としても、

しっかり所有者の確認に努めて、法に基づいて撤去

勧告を行うということで取り組んでおられますので、

今後また連携を取りながらやっていきたいと思いま

す。 

 念願の甑大橋が開通をすると、完成するというこ

とで、みんな心弾む思いで開通の日を待っておりま

す。市としても、フェリーがここから出てるわけで

ありますから、一生懸命応援をしたいと思っており

ます。先ほど課長が申し上げましたとおり、そうい

った意味でも、この串木野新港は海の玄関口であり

ます。そしてまた、それは甑の皆さんとのかけ橋の

玄関口でもあります。したがいまして、今後とも県

と協議をしながら、少しでも放置自動車が撤去され

るように努力を重ねてまいりたいと思います。 

○２番（江口祥子君） 安心安全なまちづくりのい

ちき串木野であります。迅速かつ的確な環境整備を

推進していただきたいと思います。 

 以上で、一般質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） ここで換気のためしばら

く休憩いたします。再開は午前11時５分といたしま

す。 

             休憩 午前10時58分 

             ───────── 

             再開 午前11時04分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、中里純人議員の発言を許します。 

   ［９番中里純人君登壇］ 

○９番（中里純人君） 私は、先に通告しました２

件について質問いたします。 
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 まず、行財政改革についてであります。 

 新型コロナウイルスは、日本の全ての産業に大き

な損失をもたらしております。緊急事態宣言が全面

解除されたものの、既に多くの中小企業の倒産が発

生し、雇用にも影響が出ています。戦後最大の経済

危機に対して、財政出動で経済の立て直しを図るた

めに、異例とも言える規模の補正予算が可決されま

した。財政の悪化は明らかで、将来に不安を感じる

ものです。 

 本市の効率的で無駄のない行政運営を推進するた

めの第３次行政改革大綱推進計画は平成28年から32

年までの５年間となっていて、本年が最終年度とな

ります。実施計画では29の推進項目において、５年

間で９億3,912万円の効果額を目標としています。

毎年８月に前年度の実績報告がありますが、平成28

年から30年の３年間では目標額を９億970万2,000円

も上回っています。効果額は28年が２億1,191万

1,000円、29年が２億8,358万6,000円、30年が６億

9,118万8,000円と、３年間で５年分の目標をクリア

しておりますが、これは歳入の確保としては、市税

や住宅使用料等の税外収入、市有財産の有効活用等

の効果、そのことよりも、ふるさと納税が突出した

効果があるようです。 

 本年は向こう５年間の第４次行政改革大綱推進計

画の策定の年に当たるわけですが、合併算定替は終

了し、税収も人口減により減少しています。30年度

の経常収支比率も97.6％と県内ワーストワンで、本

市財政は硬直していると言えます。今回の新型コロ

ナウイルス感染対策等に必要な緊急的な財政需要が

生じていること、また、将来にわたり持続可能な市

政運営のためにも、本市の財政運営は非常に重要な

ときではないでしょうか。 

 本市財政の現状と今後の財政運営並びに今後の行

政改革の考え方について、市長の見解を求めます。 

 以上でここでの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 中里純人議員の御質問にお

答えをいたします。 

 本市の現在の財政状況についてであります。 

 平成29年度、30年度決算において、経常収支比率

が２年連続ワーストとなるなど、本市の財政は硬直

化が進んでおります。また、今後、市税の減少、お

述べになられました特別普通交付税の合併算定替の

終了、さらには大型事業の合併特例債の元金償還開

始に伴う公債費の増加などにより、さらに厳しい状

況が見込まれますが、持続可能な市政運営を継続し

ていく必要があります。 

 現在、令和３年度からの行政改革の指針となる次

期大綱の策定に取り組んでおり、次期大綱において

は、新たに基本理念を加え、これまでのように多く

の事業を広く浅く実施する従来型の行政運営である

管理型行政運営から、市の将来を見据えて行政を経

営する視点に立ち、市民にとって真に必要な事業を

メリハリをつけて実施する経営型行政運営への転換

を目指すこととしております。 

○９番（中里純人君） 財政の状況につきましては、

一般質問や委員会等で同僚議員も心配されていると

ころではございますが、第３次行政改革大綱推進計

画の31年度のそれぞれ項目、それと効果額、本年度

の取組状況についてお聞きしたかったのですが、ま

だ集約ができていないとのことでございます。 

 管理型から経営型の行政運営に取り組んでいくと

のことですが、薩摩藩英国留学生記念館、総合体育

館、防災センター、給食センターなどの箱物が相次

いで造られました。それぞれに目的を持ち、本市に

なくてはならないものではありますが、財政的な負

担がじわりじわりと重くのしかかってきております。 

 さらに、今回の新型コロナウイルス関連の市単独

の補助金２億5,000万円は、ふるさと納税に頼って

いる本市の財政にとっては非常に懸念されるところ

です。毎年９億円余り頂いている特別交付税も国の

新型コロナウイルス対策のために期待できないので

はないかと危惧しております。民間と違いまして、

人件費率が高い中での市政運営というのは非常に困

難な面がありますが、遊休資産の活用など思い切っ

た手だてでスピード感を持って取り組んでほしいも

のです。 

 田畑市長の任期の最終年度が第４次行政改革大綱

推進計画のスタートの年となります。改めて将来へ

持続可能ないちき串木野市について、市政の羅針盤
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をお示しいただきたいのであります。 

○市長（田畑誠一君） 中里議員が縷々詳しくお話

しなさいましたとおり、持続可能な財政運営という

のはとても大事だし、それは私どもと議会の皆さん

が一緒に負っている市民に対する責任だと思ってお

ります。 

 そこで、次期大綱を策定するに当たりましては、

これまで以上に行政改革に努めなければならないと

考えておりますので、一つ、行政改革大綱推進計画、

一つ、財政改善計画、一つ、職員の定員管理計画の

策定と併せて、着実に行政改革を推進するための第

４次行政改革大綱を定めていきたいと考えておりま

す。 

 なお、国に対しまして、去る６月３日の全国市長

会において、地方税財源総額の確保、新型コロナウ

イルス感染症対応、地方創生臨時交付金の拡充、地

方交付税の算定の充実など多くの都市税財源充実強

化に関する決議をし、地方自治体が果たしている役

割とその現場の実態を十分に踏まえて、地方税財源

の充実強化を図るよう国に対して強く要望をしたと

ころであります。 

○９番（中里純人君） 財源の充実について今後も

取り組んでいただきたいと思っております。 

 第３次行政改革大綱推進計画では市民サービスの

向上として、「職員の接遇向上に努め、迅速かつ適

切な対応の徹底を図るとともに、市民の立場に立っ

た親切で優しい行政サービスに努めます。また、申

請等諸手続の簡素化、市民の利便性の向上のほか窓

口業務の充実に努め、市民満足度を高めるため、効

果的、効率的な質の高い行政サービスを提供し、市

民サービス日本一の市役所を目指します」とうたっ

てあります。 

 市民サービス日本一の市役所を目指し、本年が最

終年度となりましたが、設定されているそれぞれの

項目について向上した具体的事例をお示しください。

また、他都市と比較して、どのように評価されてい

るのか伺います。また、若者からお年寄りまで、来

庁者が遠くからでも認識しやすい統一されたカラフ

ルなフロアやカウンター等のサイン計画等は考えて

おられないのか、併せて伺います。 

○市民課長（榎元京子君） 市民満足度の高いサー

ビス日本一の評価についてであります。 

 職員の接遇向上につきましては、定期的に接遇マ

ニュアルの履行推進の呼びかけを行い、平成29年度

と令和元年度には職員研修を実施し、接遇や環境整

備に対する意識の向上を図ったところであります。 

 窓口の充実につきましては、３月末から４月初め

の住民異動の時期に職員の接遇研修を兼ねたフロア

マネジャーによる来庁者への案内を行い、土曜日曜

の休日窓口も開設しております。また、事前の電話

申込みによる住民票や納税証明書等の時間外交付を

行っているほか、月１回、日曜窓口を開設し、税務

相談やマイナンバーカードの交付申請を受け付けて

おります。そのほか低床カウンターの増設や庁舎内

の見取図の掲示など、庁舎内の環境整備に努めてお

ります。 

 今後も引き続き、市民の立場に立った親切丁寧で

迅速かつ的確な対応に努めてまいります。 

 他市との比較についてでありますが、迅速、丁寧

に努めている面、それから、なるべく低床カウンタ

ーで座って対応している面につきましては、他市と

ほぼ同様かと思います。ただ、カウンターにつきま

してはフロアの面積の関係等から数が少なく、そこ

の面では他市に劣るかもしれませんけれども、職員

の接遇につきましては同じように努めているところ

でございます。 

 カラフルな掲示等につきましては、今後検討して

まいります。 

○９番（中里純人君） カウンター等のサイン計画

については検討していくとのことでございますが、

先日、市来の庁舎に行きましたところ、各課を表示

するフロアの見取図が正面玄関の壁につけてあるわ

けですが、案内版で隠れて見えない状況でした。市

民満足度を高めるためにも絶えず気配り、気遣いを

心がけていただきたいと思います。 

 総務省では2015年に行政業務改革の一つとして、

ワンストップ窓口の導入を推奨していますが、実際

にワンストップ窓口を導入している自治体は多いと

は言えない状況のようです。昨年の同僚議員の質問

にもありましたように、市民の皆様にとっては、転
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入・転出、税金などの手続の際に一つの窓口だけで

手続が完結するので、たらい回しにされず、負担が

大幅に軽減されます。市民の満足度と窓口業務改善

のためにも本市でもワンストップ窓口導入をすべき

と考えておりますが、県内での導入自治体の状況と

導入に当たっての課題も併せて見解を伺います。 

○市民課長（榎元京子君） 住民異動届などに伴う

各種手続につきましては、個人ごとに必要となる手

続が異なるため、その方に合った手続を間違いのな

いように行うために、それぞれの担当課において丁

寧に対応しているところであります。また、移動が

困難な方の場合は関係課の職員が市民課に出向いて

手続を行うなど、状況に配慮した対応をしておりま

す。 

 本市では１階フロアの関係各課の窓口で手続を終

えられることから、ワンストップ窓口と同様の形態

であると考えております。今後も継続して関係課と

連携を図り、スムーズな手続ができるよう努めてま

いります。 

 また、県内でのワンストップ窓口の設置状況につ

きましては、現在設置されているのは鹿児島市と日

置市のみであります。 

○９番（中里純人君） それぞれ手続が異なるとの

ことでございますが、私も調べてみましたけど、ワ

ンストップ窓口は、組織や体制の変更、システムの

改修費用、庁舎のレイアウトの変更費用、また総合

的な内容に幅広く対処できる職員の育成など課題が

あるようです。 

 そこで、次の質問に移ります。おくやみ窓口の設

置についてであります。 

 人が亡くなって一番手がかかるのは埋葬、家の片

づけ、様々な契約の解除、公共料金の支払い、遺産

分割など死後の事務処理です。私も手続をしたこと

がありますが、幾度となく役所に足を運び、うんざ

りした経験がございます。 

 この件につきましては、担当課ではスムーズに手

続ができるよう体制を整えているとのことですけど、

大分県別府市を皮切りに予約制のおくやみ窓口を設

置する自治体が全国で広まっています。手続を行う

遺族が葬儀の後、電話で訪問日時を予約するときに、

職員が必要な手続を確認し、申請者や死亡者の情報

を聞き取って、そして事前に書類に住所、名前等を

一括して印刷して準備します。当日、各担当職員が

順番に窓口に来て手続業務を行うため、申請者は待

ち時間を短縮できるという仕組みで、手続が30分で

できるということらしいです。窓口の予約は１日４

枠ということで、予約をしない場合は市民課などで

通常の手続となります。また、専用窓口開設に併せ

ておくやみ手続ガイドブックも作成し、窓口の利用

方法のほか、手続に必要なものや担当課のリスト、

保険の解約や運転免許の返納など市役所関係以外の

手続の問合せ先などもまとめてあって、死亡届の手

続のときに遺族らに配付するということでございま

す。 

 本市での予約制のおくやみ窓口導入について、再

度検討されてはいかがかと思いますが、伺います。 

○市民課長（榎元京子君） おくやみ窓口の設置に

ついてであります。 

 死亡届に伴う手続は多岐にわたり、亡くなられた

方と手続をする方との関係性によっても必要な手続

が個人ごとに異なることから、担当課で確認をしな

がら慎重に手続を行っているところであります。関

係課ではあらかじめ必要書類を準備し、予約がなく

ても御遺族の都合のいいときに手続をしていただけ

るよう体制を整えているところであります。 

 今後も継続して御遺族の負担を軽減し、スムーズ

な手続ができるよう努めてまいります。 

○９番（中里純人君） 遺族の皆様の負担のないよ

うに体制を整えているとのことでございます。 

 次に、終活支援についてでございます。 

 最近、終活という言葉をよく耳にしますが、若い

方は就職活動と理解されるでしょうが、ここで言う

終活は人生のエンディングに向けた取組のことです。

平均寿命の伸びにより人生100年時代と言われます

が、自分の最期を誰に託すのかという不安を抱える

人も増加傾向にあると言われております。死んだ後

に家族や周囲の人に迷惑をかけたくないとの思いで、

お墓や納骨堂を購入したり、葬儀社と生前予約した

という話もお聞きします。 

 しかし、認知症になった場合や延命治療のこと、
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国が推進しております地域包括ケアシステムの構築

による自宅での看取りをどうするのか、家族でもそ

のときにならないと分からない方が多いのではない

でしょうか。葬儀を家族葬として身内だけで行った

ところ、故人と親しかった方々が、「なぜ葬儀に呼

んでくれなかったのか、線香を上げさせてほしい」

と次々に自宅に弔問に訪れ、かえって迷惑をかけて

しまって家族も大変だったという話はよく聞く話で

す。 

 2018年に始まりました神奈川県横須賀市の終活情

報登録伝達事業は、１、本人の氏名、本籍、住所、

生年月日、２、緊急連絡先、３、支援事業所等、４、

かかりつけの医師やアレルギーなど、５、リビング

ウィル、植物人間になったときの延命治療を希望し

ないなどと書いた文書の保管場所、預け先、６、エ

ンディングノート、万一の事態に備えて、治療や介

護、葬儀などについて、自分の希望や家族への伝言、

連絡すべき知人のリストなどを記しておくノートの

保管場所、預け先、７、臓器提供の意思、８、葬儀

や遺品整理の生前契約先、９、遺言書の保管場所と

その場所を開示する対象者の指定、10、墓の所在地、

11、本人の自由登録事項など、11項目を登録でき、

本人が亡くなってからあらかじめ指定していた人の

問合せに開示するもので、倒れて入院したり徘回し

て保護されたときなどに、医療機関や消防署、警察

署の問合せには一部を生前開示するというもので、

事業予算は17万3,000円とのことです。 

 また、神奈川県大和市のおひとり様終活支援事業

は、単身または夫婦、兄弟姉妹だけの世帯の市民が

生前に葬儀や納骨の相談をしておけば、死後、葬儀

日程や墓の所在地などを事前に登録していた親戚、

知人に通知してくれるそうです。同様の取組は神奈

川県綾瀬市でも行っているようです。独り暮らし世

帯が増加していると言われる今日、市民の皆様に喜

ばれる取組ではないかと思うのですが、いかがか伺

います。 

○福祉課長（立野美恵子君） 独り暮らしの方が意

識不明になった場合や亡くなられた場合、緊急連絡

先やかかりつけ医、延命治療、葬儀方法、遺言書の

有無などの意向を終活登録情報として自治体と共有

する事業が、一部の都市部において行われておりま

す。本市においては、それらの方を要援護者と位置

づけ、災害時の避難支援のための要援護者台帳登録

や民生委員児童委員協議会の緊急連絡カードにおい

て、緊急連絡先やかかりつけ医の登録を行っており

ます。また、終活に関することを医師会と連携して、

マイライフノートとしてまとめ、出前講座時での配

付や医療機関の窓口に置くなど終活についての啓発

を行っております。 

 今後も地域で独りにさせないための見守り体制を

継続するとともに、先進地の事例を参考に、終活の

啓発についても関係機関と研究してまいります。 

○９番（中里純人君） 横須賀市では身元は確認で

きていても引取り手のない遺骨があって、この事業

に取り組まれたというような背景があるようです。

本市では要援護者情報をもとにエンディングノート

等を配付されているようですが、本市では民生委員

の皆様が活発に取り組んでくださいますので、差し

迫った対応はまだ必要ないかもしれませんが、いず

れは考えていかなければならない事案だと思ってお

ります。 

 以上で、質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、大六野一美議員の

発言を許します。 

   ［７番大六野一美君登壇］ 

○７番（大六野一美君） 私は市民の声を基に通告

をいたしました１件、３項目について、市長並びに

教育長に御所見をお伺いいたします。 

 先日、報告のあった公共施設の統廃合についてで

あります。 

 第１期建物系個別施設計画案が策定をされ、令和

７年度を目途として廃止とされました。市民ニーズ

も多様化し、全ての施設について廃止することの理

解が得られないのではないかと思うのであります。

私は、個々それぞれの考え方や捉え方があり、施設

の利用者には理解される案件ではない施設もあると

思えるのです。 

 市長には、以前、一旦議題として提示されながら、

市民の理解が得られないとのことで、いまだ何の議

論もされず眠っておる案件があります。今回、示さ
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れた27件の全てが市民の理解が得られないときはど

ういう対処を取られるのか。以前の案件と同様の結

果にならないよう、しっかりとした行政運営を期待

をしながら、壇上での質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 大六野一美議員の御質問に

お答えいたします。建物系個別施設計画案の策定に

ついてであります。 

 人口減少社会が進行していく中において、現在、

保有する全ての施設を建て替え、または大規模改修

することは、その財源を確保する観点から困難な状

況となってまいります。このことを踏まえ計画案で

は、建物の床面積を11.8％削減することとしており

ます。建物数を減少していく上で、各施設の利用状

況または建物の経過年数、劣化の状況などを調査し、

廃止とする場合の考え方としては、複数の類似施設

がある場合は廃止となる施設の利用者は他の類似施

設を積極的に利用していただく、また、利用者数が

少ない施設で老朽化が進んでいる施設については、

やむなく廃止することを方針として決定をしたとこ

ろであります。 

○７番（大六野一美君） ただいま市長から答弁を

いただきました。ごもっともな答弁であります。 

 財政状況、人口減少社会、利用の頻度等を考えま

すと、当然、そういうことで進めていかないといか

んだろうと。ただ、私が一番引っかかってるのは、

冒頭に言いましたように、一番大きな案件で、後に

出てきますけれども、それと同様の扱いをするとす

れば、これも結局は市民の同意が得られないという

ことで、また下げざるを得ない状態になるであろう

という思いでの市長への質問なんです。市民平等と

いう名の中で、同じような配慮をしながら同じよう

に決定をしていく、これが市のスタンスであるべき

だという思いで質問をしているんです。あれはこう、

これはこう、もちろん事の対象によって若干、角度

が変わったにしても、基本は市民のためにと称して

イコールであるべきだという思いでの、市長、質問

なんです。 

 当然、27項目については、今、市長が言われまし

たように、令和７年度と言わずに早急に取捨選択を

しながら廃止をしていくべきだという思いは同じで

あります。しかし、冒頭言いましたように、なぜ同

じような対応をされないんでしょうか。 

 市長は今、27項目の中で市民の理解が得られなけ

れば、前回同様の対応を取られますか。 

○市長（田畑誠一君） 私たち行政の務め、果たす

べき役割は議会の皆さんも一緒であります。それは、

市民にいかに満足を与えるか、そして、将来に間違

いのない市政の方針を打ち出していくかということ

にあると思います。 

 市民の皆さんに満足を与えるためには、いろんな

施設がたくさんあったに越したことはありません。

しかし、市民の皆さんに満足を与えるという原点に

立てば、大事なのは財政運営であります。したがい

まして、先の中里議員から質問がありましたが、や

はり持続可能な財政運営ということを念頭に置いて

行政を進めていくことが、ひいては市民の満足に応

えることにつながると思っております。 

 大六野議員が心配されますように、これから地域

のそれぞれの皆さん方に説明に入りますが、とても

難しい問題がたくさんあると思います。これまでも

議会の皆さんと一緒になって、公立保育所の民間移

管なども理解を頂きながら成し遂げてまいりました。

今回も様々な御意見を頂きながら、建物系個別施設

計画が決定した後は、計画に基づいて地域の皆さん

方と市民の皆さん方と協議をしながら実施していき

たいと考えております。 

○７番（大六野一美君） 市長の今言われるところ

は十分承知をし、納得しております。私もそういう

ふうにすべきだという思いです。ただ、もし市民の

理解が得られないときには、先ほど言いましたよう

に、前の案件と同じような対応して、また引っ込め

ることもあるんですねということを聞いてるんです。 

 そういう意味では、関わる人、市民への平等性を

考えれば同じ対応をすべきだという思いでの市長へ

の質問なんです。もし、27施設について関係する人

たちに説明をして理解が得られなければ、それはそ

れとして、また別途の形で協議をするということで

よろしいですか。 

○市長（田畑誠一君） 今回策定の個別施設計画案
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につきましては、早速、今月から利用される関係団

体に各所管課が足を運び、丁寧に説明し、理解をい

ただけるよう努力をしてまいります。 

 施設を廃止することは難しい事案でありますが、

市の今後の財政状況を考えますと、計画に基づいて

進めていく方針としております。さっき申し上げま

したとおり、責任ある財政運営をしていくのが大き

な市の役割であります。そういった点を含めて、そ

れぞれ利用される皆さん方に御理解をいただけるよ

うに、これから話し合いを進めてまいりたいと考え

ております。 

○７番（大六野一美君） 先の東議員の質問でも、

非常に温度差があるんですよね、当局の考え方、ま

ち協の考え方に。当局としては説明をしているつも

りでも、まち協としてはいろんな思いを持ちながら

理解をされてない。そこにやっぱり行政に対する不

信というのが募ってくるわけです。そういうことが

ないように、くどいようですが、前の案件と同じよ

うに、市民の理解が得られなければ、やっぱり同様

の対応をされるんですかということを私は聞いてる

んです。 

 27項目について、それが悪いとは一つも思ってい

ません。当然、時の流れで、むしろ令和７年度と言

わずに早急に進めるべきだという思いを持っており

ます。事が事なだけに、担当課長も心労で体調を崩

されたようであります。それだけに大きな案件だと

いうふうに私は思っています。 

 市長が平然と答えられるところに何か疑義を感じ

るんですね。市長、「27項目に絶対理解は得られま

せんよ」という思いでの質問なんです。だから、以

前と同じような対応されますかと。 

 もちろん財政運営のことは重々承知をしています。

ただ、市長の気持ちとして、前の案件は市民の理解

が得られないということで下げた。今回、市民の理

解が得られなければ、それも同様な扱いで下げます

かということを聞いてるんです。 

○市長（田畑誠一君） 今朝ほど東育代議員からも

いろいろな御意見を賜りました。今、おっしゃいま

したとおり、市民の皆さん、あるいはまち協の皆さ

んと行政との意思の疎通と言いますか、そういった

面にもやっぱり隔たりがある、これは努力をしない

といけないなと話を聞いていました。 

 ただ、当たり前ですけれども、より効率的にみん

なで活用していくためにはどうしたらいいかという

ことを考えて、私たちは提案しているところであり

ます。さきの案件と同じような扱いをするのかとい

うお話でありますが、これから各課によって、それ

ぞれ利用されてる皆さん方に説明に入ります。案件

によっては、前回の場合みたいに命に直接関わるこ

ととか、いろんな場面もあるかと思います。いずれ

にしましても、市民の皆さんの将来のために持続可

能な行財政運営ができるように精いっぱいの努力を

してまいります。 

○７番（大六野一美君） 大変苦しい答弁で、これ

以上、詰めてもなかなか心を開けないのかなと。市

長の胸のうちは見えてるような気がしますけど、こ

の議場で市長がそれを答弁するにはなかなかのもん

があるんだろうなという思いがします。少なくとも

公平、平等にしっかりとした配置計画をしていただ

きたい。それに異議を唱えるものではありません。

市長の姿勢に対して同様の解決をすべきという思い

での質問であります。 

 次に、今後の消防施設の整備についてであります。 

 今、縷々言ったことと若干、重なりはしますけれ

ども、いろいろといろんな人から話を聞きますと、

「やっぱり庁舎は一つにしたほうがいい。今、数少

ない消防職員の中で機動力を発揮したり何したりす

るには、距離的な問題も含めて一つにしたほうがよ

かよね」という、かつての消防職員やらいろんな

方々の見解をお聞きします。 

 それでもなお、今、言いましたように、この二つ

に分かれている現状を、消防長がどう現場の長とし

て思っておられるのかなという思いもしながら発言

をしておりますが、消防長に対して通告してありま

せんので、御意見があれば一言どうぞ。 

○消防長（若松勝司君） 消防長としての考えにつ

いてでございます。 

 現体制におきまして、統廃合により消防力が充実、

強化するものと考えてはおりますが、市民の期待に

応えるべく創意工夫して職務に専念してまいりたい
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と考えております。 

○７番（大六野一美君） 今の消防長の説明が本音

であろうというふうに思います。 

 当然、先ほどから市長が言われますように、効率

的な財政運営、あるいは消防という特殊な業態の中

で機動力を生かしたりいろいろするには一つにした

ほうが一番いいのよねという経験者の話がほとんど

です。だから、令和７年度までにと称して出てきた

この27項目の中にそのことが記されていない。これ

は何なのよという思いでの質問なんですよ。 

 市長が言われますように、健全な財政あるいは市

民の財産を守る、あるいは職員をどういうふうに動

かして、どう有効利用するのかということ等を踏ま

えますと、やっぱり一つにしたほうがいいという大

枠の中の総論であるとすれば、それに向かって進め

ていくのは長としての務めだというふうに私は思う

んです。 

 市来だから、串木野だからということで物を言っ

てるつもりはありません。先ほど来、市長が言われ

ますように、財政運営もろもろ含めて、一番の効率

効果を出すためにはどういう方法が一番いいのよと

いう思いでの質問であります。 

 いずれ、女性職員の問題等々も含めて、いろいろ

整理をせないかん時期が来る。だとすれば、時間が

あまりに短い。そういうことを踏まえて令和７年度

までの項目に出てきてないのかなという思いを僕は

してるんです。市長、それはちょっとあんまり悠長

過ぎるんじゃないですか。もうちょっと早急に職員

のいろんな配置もろもろを考えますと、彼らも数少

ない人間の中で、２か所に分かれてやりくりしなが

らやってます。そういうことを考えますと、もうち

ょっと市長の断が必要なのかなという思いですけど、

市長、何かありませんか。 

○市長（田畑誠一君） 今、大六野議員のほうから

消防に携わった方々等、専門の方々等の意見等も踏

まえながら、やっぱり一つにすべきだという声だと

いうお話であります。 

 最も有効な消防力の強化を図る方法は私も消防機

能の一元化にあると思っております。したがいまし

て、今後、やっぱり統合を進めていかなければなら

ないと考えております。 

 また、今、大六野議員もお述べになりましたとお

り、毎年と言っても過言でない、もう今や想定外と

いう言葉はなくなりました。災害に見舞われており

ます。その中で女性消防吏員の大切さ、大事さとい

うのは非常に言われております。 

 福井県の大野市だったと思いますけれども、女性

の消防団員を84名でしたか、女性だけの消防団員が

あって、そして、男性消防の職員、団員の皆さんと

同じように総合訓練など重ねていることをＢ＆Ｇ財

団総会の講演でお聞きいたしました。これは学ぶべ

きだなというふうに思いました。 

 避難所なんかの対応は、女性消防職員でなければ、

団員でなければ、スムーズにいかない、コミュニケ

ーションが取れないことが否めないということがあ

ります。そういった面で今、言われましたとおり、

女性消防吏員の登用に伴う施設整備も急がれている

状況となっております。 

 そこで、その施設整備について、どのような形で

行っていくべきかを検討中でありますが、今後の市

民の皆様の安心安全を確保するために、本署と分遣

所の両庁舎を併せて精査し、財政状況を勘案しなが

ら統合に向けて取り組んでいかなければならないと

現時点で考えております。 

 市町村合併をしての大きな課題は、消防の分遣所

問題であります。どの町もこの問題については、人

の命に関わることですので、なかなか理解を得られ

ないという状況があるようです。それで市長会とし

ましても、合併を進められて、合併算定替えとか特

例債を活用するとか、いろんな恩典にあずかりまし

たけれども、片方ではこういう、今言いました分遣

所なんかの問題につきましてはなかなか統合が難し

いんですね。そういった面も新たな課題として生ま

れてきてるんですよということは国へ対して訴えて

いるところであります。 

○７番（大六野一美君） 市長はそういう言い方を

されますが、合併時になかった話なんですよ、この

ことは。あえて言う必要もないかもしれませんけれ

ども、合併後にこの話はあったわけであって。まあ

それはそれとしながら、もう十数年たってますので。 
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 しかしながら、決して財政状況がよくない本市に

とってどうあるべきか。今、市長が言われましたよ

うに、そういう方向でやっぱり早急に進めていくべ

きだというふうに思います。 

 20分という限られた時間の中でありますんで、こ

のことはまた機会があるときに質問することとして、

次の冠岳小学校は、本年度、令和３年３月末で廃校

が決定しました。当然、その後の跡地利用について

は、教育長を中心にいろいろ考えておられることと

は察しながらも、やっぱり地区民の声を聞きますと、

「いけんなったろうかいね」という声を多々、耳に

いたします。 

 そういうことで、もはや３月で廃校という決定を

見ておる以上、今からそれなりの案と策を盛り上げ

ていかないかんだろうというふうに思いますが、教

育長の所見をお願いいたします。 

○教育長（有村 孝君） 冠岳小学校の統廃合、閉

校につきましては、昨年来、議員全員協議会をはじ

め、市民の皆さんにもお知らせしているところでご

ざいますが、今年の３月あたりから閉校式の記念事

業実行委員会等が立ち上がりまして、どういう記念

式典にして、閉校に持っていくかということ等を話

し合われました。その中で、つい最近ですけれども、

「閉校後の施設利用はどうなるのだろうか」という

意見もございました。そういう意見も含めて、市長

部局のほうにお届けして。跡地利用のことは、行政

財産から普通財産に戻すことになるんじゃなかろう

かなと思いますので、政策課を中心にしながら、市

長部局で、我々ももちろん入りますけれども、審議

を今、進めつつあるところでございますので、市長

部局のほうで答弁があると思います。よろしくお願

いします。 

○政策課長（北山 修君） 教育長からありました

とおり、閉校後の利活用については政策課が所管し

ております。 

 冠岳小学校の閉校後の利活用策についてでござい

ますが、冠岳地区では、先ほど教育長からありまし

たように、今年１月に住民アンケートを実施されま

して、冠岳小学校統廃合計画に対する意見と御要望

として、閉校後の活用策等に関する要望というのが

市の教育委員会のほうに提出されたところでござい

ます。 

 また、今定例会で補正予算をお願いしております

冠嶽芸術文化村構想推進事業費1,135万5,000円の中

でも、地区の皆様等とともに芸術文化活動の拠点等

として活用できないか検討していただくこととして

おります。 

 利活用につきましては、地域の皆様の御要望や御

意見等を踏まえながら、庁内に設置いたします検討

委員会におきまして、できる限り早いうちに地域の

活性化や持続可能性などといった観点から総合的に

判断してまいりたいと考えているところでございま

す。 

○７番（大六野一美君） 当然、地区民の意見、意

向は尊重しながらも、やっぱり市有財産ですから、

もう閉校が決まっている以上ちゃんと、さっきの話

じゃないけど、決定事項ではなくて、こういう方向

でこうして生かしていきたいというような案を持っ

てないと、閉校があった、それから考えましょうな

んていうことは、過去の事例からしますと、それが

役所のお決まりですんでね。やっぱり決まってる以

上は、先ほど来、言ってますように、まち協を中心

として地区民やまち協の御意見を参考にしたり、お

聞きをしながら、市としてはこうして運用していっ

たほうがいいであろうと。 

 幸い冠岳小体育館も、六、七年前になりますか、

５千数百万円をかけて耐震補強しております。まし

てや西岳から吹き下ろす、やっぱり冷を感じるよう

な地域でもあります。そういう意味では、生かし方

によっては面白いのかなと。面白いという言い方は

若干語弊があるかもしれませんけれども、やっぱり

人を呼べるのかなという思いをしての質問なんです。 

 小学校にはプールもありますし、あそこのどこか

に温泉が出るとすれば、プールに温泉をためて、あ

るいは先ほど来あります芸術村構想とリンクもさせ

ながら、あそこを利用する方法はどうだろう。同時

に何かあるときに冠岳地区民が一堂に会するところ

はあそこか、神社の前のあそこもありますけど、館

をと言いますと冠岳小学校が一番最適であろうとい

うことを考えますと、そういう併用した利用の仕方
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を考えていくべきじゃないのか。 

 利用は当然、冠岳が使うときは冠岳を優先しなが

ら、平時は市としての案を持ちながら、当局と冠岳

地域と一体となりながら生かす方法というふうに思

っての質問です。 

○市長（田畑誠一君） 今、大六野議員が冠岳のす

ばらしさを縷々お述べになられました。おっしゃい

ますとおり、山岳仏教の発祥の地として、そして歴

史的にもとても重厚で誇れるものがあります。また、

大自然に恵まれ、地域の方々の優しさと言いますか、

協力の度合い、地域を思う、将来を憂える熱い思い、

人情が冠岳にはすばらしいものがあります。温泉も

あります。おっしゃいますとおり、人を呼べる地域、

本市が誇れる地域だと思っております。 

 また、大六野議員もお述べになりましたとおり、

幸い冠岳小学校、校舎、それから屋体の耐震補強と

か空調設備とか、そういったものも整えております

ので、こういったのを生かしながら、そして温泉な

ども生かしながら、もとより冠岳の大きな財産であ

る大自然を生かして、歴史を生かして、これから活

用について協議していきたいと思っております。 

 大事なのは、今朝、東議員の質問でもありました

が、地域の皆さんの御意見であります。お気持ちで

あります。希望であります。ですから、地域の皆さ

んとこれから十分協議してまいりたいと思います。 

 今、地域の皆さんも小学校の閉校記念事業なんか

について一生懸命取り組んでおるというようなこと

であられますので、今後、地域の皆さんと十分協議

をしながら、すばらしい宝である冠岳地区を生かし

ていきたい、そして地域の皆さんに元気を出してい

ただきたい、元気づけたいという思いで取り組んで

まいりたいと思います。 

○７番（大六野一美君） 今、閉校が決まって、閉

校行事に向けて、いろいろまち協を中心に努力をさ

れております。それはそれとしながら、その跡地を

どうするんだということになってきますと、やっぱ

り冠岳地区だけではどうにもならない部分があって、

行政としっかりと意思疎通を図りながら、冠岳地区

民の意向も十分反映した中で、あそこが生かせるこ

とがベストだという思いです。 

 東育代議員の質問の中で、上から目線で物を言っ

て当局は説明したつもりでも地区は理解をしていな

いということがないように。大きな案件ですので、

市長。だから、そこらはもうちょっとしっかりと将

来を見据えた中で計画を立てて実行していっていた

だきたい。 

 ややもすると、あと閉校予備軍が何校かあること

も事実ですよね。何年なのか、10年なのか分からん

けど、いずれまた、ほかの小学校もそういう時期が

来るでしょう。しからば、やっぱりそういう前提に

立って物事を進めていかんと、そのときになってか

らはたやどうしますかというのではなかなかいい結

論は得られないであろうというのが私の持論です。 

 そういう意味では閉校がもう決まった現実があり

ますんで、市長もう一回しっかりと冠岳地区民に理

解がされるような説明をして、いい方向で進めてい

ってください。 

 市長に冠岳小学校閉校に対する心意気を最後にお

聞きをしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 冠岳地区は、大六野議員が

縷々お述べになっておりますように、いろいろ歴史

性とか大自然とか人の情けとか、あるいは温泉もあ

るとか、私もいろんなことを話しました。そういっ

た面でまさにおっしゃるとおり、人が呼べる地域で

あります。したがいまして、これまでも本市の大き

な宝の一つであるわけでありますから、そういった

面で今、定例会の補正予算に冠嶽芸術文化村構想推

進事業費もお願いをしております。 

 これも国に認めていただいたということは、それ

だけ価値があるところだから認められたと思うんで

す。ですから、しっかり生かしてまいります。おっ

しゃるとおり、その中心は冠岳小学校で、幸い耐震

もしました。空調もしてあります。生かして、冠岳

の皆さんに元気を出してもらえるような、そんな地

域にするように地域の皆さんと十分協議をしてまい

りたいと考えております。 

○７番（大六野一美君） 国も補助事業をさせるぐ

らい、大変、神秘的な土地柄でもありますし、かつ、

市長が言われましたように冠岳地区民は非常に純朴

であります。だから、しっかりと当局として説明を
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して理解をさせて、また、このことは12月議会あた

りで問うこととしますので、それまでにしっかりと

案を作っておいていただきたいと思います。 

 時間も残り少なくなってきましたし、今、市長の

決意を聞きましたので、私の質問の全てを終わりま

す。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日はこれで散会いたし

ます。お疲れさまでした。 

         散会 午後０時07分 

 


